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2025年５月 23日 

各 位 

会 社 名 株式会社メディア工房 

代表者名 代表取締役社長 長沢 一男 

 （コード：3815 グロース） 

問合せ先 取締役 長沢 和宙 

 （TEL．：03－5549－1804） 

 

 

第三者割当による第３回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行並びに 

第三者割当契約の締結に関するお知らせ 

 

 

当社は、2025年５月 23日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第３回新株予約権（以

下、「本新株予約権」といいます。）及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社

債」といい、本新株予約権付社債に付された新株予約権部分及び社債部分を、それぞれ「本転換社債型新株予

約権」及び「本社債」といいます。）の発行（以下、本新株予約権の発行と本新株予約権付社債の発行を総称し

て「本資金調達」といいます。）並びに割当予定先との間で第三者割当契約 (以下、「本契約」といいます。）を

締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．募集の概要 

① 第３回新株予約権 

（１） 割 当 日 2025年６月 10日  

（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 16,900個 

（３） 発 行 価 額 総額 4,901,000円（新株予約権１個につき 290円） 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

1,690,000株（新株予約権１個につき 100株） 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は 317 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は

1,690,000株です。 

なお、本新株予約権の行使に際し、当社は自己株式（2025 年２月 28 日現

在 1,221,144株）を交付する可能性があります。 

（５） 資 金 調 達 の 額 

807,651,000円（差引手取概算額: 795,651,000円） 

差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予

約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。また、行

使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する

可能性があります。 

（６） 行 使 価 額 

当初行使価額 475円 

当初行使価額は、2025年５月 23日開催の取締役会直前取引日の株式会社

東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）における当社普

通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）

の 90％であります。 

また、行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して６ヶ月を経
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過した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が行われ

た日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の 90％に相当する金

額に修正することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額

を下回ることはありません。行使価額の修正が決議された場合、当社は、

速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われ

た日の翌々取引日以降に修正後の行使価額が適用されます。なお、上記に

関わらず、直前の行使価額修正から６ヶ月以上経過していない場合には、

当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。そのため、本新株予

約権は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 410 条第 1 項に規

定される MSCB 等には該当しません。 

（７） 
募集又は割当て方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、「マイルス

トーン社」といいます。）に対する第三者割当方式 

（８） そ の 他 

① 行使条件 

本新株予約権の行使により、割当予定先が保有することとなる当社株式総

数が、本新株予約権の発行決議日（2025 年５月 23 日）時点における当社

発行済株式総数（11,300,000株）の 10％（1,130,000株）を超えることと

なる場合の、当該10％を超える部分に係る本新株予約権の行使はできない

旨の行使条件が付されております。なお、本転換社債型新株予約権にも同

様の行使条件が付されており、割当予定先は当該 10％を越えることとなる

場合の、当該10％を越える部分に係る本転換社債型新株予約権の行使を行

うこともできません。 

 

② 新株予約権の取得 

当社は、本新株予約権の割当日から６ヶ月を経過した日以降いつでも、

当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を

取得する日（以下、「取得日」といいます。）を決議することができ、当

該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に

対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 20 営業日前までに行うこ

とにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約

権１個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権

の全部又は一部を取得することができます。 

 

③ 譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとされてい

ます。また、当社取締役会の決定により本新株予約権の半数を上限として

譲渡を指示することができます。 

 

④ 本契約における定め 

上記のほか、割当予定先と当社との間で締結予定の本契約において、次の

規定がなされます。 

 

＜新株予約権の行使許可＞ 

割当予定先は、2025 年 12 月 10 日までの間、本新株予約権の半数につい

て、当社の書面による行使許可を受けない限り、行使することができませ

ん。 
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＜ 新株予約権の取得請求＞ 

割当予定先は、行使期間満了の１ヶ月前（2027年５月９日）の時点で未

行使の本新株予約権を保有している場合、又は、当社の発行する株式が

東京証券取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定

された場合若しくは上場廃止となった場合には、いつでも、当社に対し

取得希望日の事前通知を行うことにより、本新株予約権１個につき本新

株予約権１個当たりの払込価額と同額で、当該取得希望日に残存する本

新株予約権の全部又は一部を取得することを請求することができ、かか

る請求がなされたときは、当社は、当該取得希望日に、当該請求にかか

る本新株予約権を取得します。 

 

⑤ その他 

前号各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とし

ます。 

※ 本新株予約権の発行要項を末尾に添付しております。 

 

② 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（１） 払 込 期 日 2025年６月 10日 

（２） 新株予約権の総数 30個 

（３） 
社債及び新株予約権の

発 行 価 額 

各社債の金額は 10,000,000円（額面 100円につき金 100円） 

各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

631,560株（新株予約権１個につき 21,052株） 

なお、本新株予約権付社債の転換に際し、当社は自己株式を交付する可能

性があります。 

（５） 資 金 調 達 の 額 300,000,000円 

（６） 転 換 価 額 

転換価額 475円（固定） 

転換価額は、2025年５月 23日開催の取締役会直前取引日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、

その直前の終値）の 90％であります。 

（７） 
募集又は割当方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 
マイルストーン社に対する第三者割当方式 

（８） 利率及び償還期日 
利率：年率 0％ 

償還期日：2028年６月９日 

（９） そ の 他 

①  転換価額及び対象株式数の固定 

本新株予約権付社債は、転換価額固定型であり、また、対象株式数も固

定されており、価格修正条項付きのいわゆる MSCB や MS ワラントとは

異なるものであります。 

 

②  行使条件 

本新株予約権付社債の転換により、割当予定先が保有することとなる当

社株式総数が、本新株予約権付社債の発行決議日（2025 年５月 23 日）

時点における当社発行済株式総数（11,300,000 株）の 10％（1,130,000

株）を超えることとなる場合の、当該10％を超える部分に係る本新株予

約権付社債の転換はできない旨の行使条件が付されております。なお、

本新株予約権にも同様の行使条件が付されているため、割当予定先は当

該 10％を超えることとなる場合の、当該 10％を越える部分に係る本新

株予約権の行使を行うこともできません。 
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③  繰上償還条項 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、償還すべき日の２週間以上前に

割当予定先に対し事前の通知を行うことにより、その時点で残存する本

社債の全部又は一部を、各本社債の額面 100 円につき金 100 円の割合

で、繰上償還することが可能となります。 

 

④  譲渡制限 

本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するも

のとします。 

 

⑤ その他 

前号各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とし

ます。 

※ 本新株予約権付社債の発行要項を末尾に添付しております。 

 

２．募集の目的及び理由 

【本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行の目的及び理由】 

当社グループは、創業当初よりすべてのステークホルダーの皆様と良好な関係を築き、積極的かつ継続的な

取引をしたいと考えていただける企業で有り続けることを経営の基本方針とし、企業理念である「VALUE YOUR 

LIFE with Global Human Communication.（デジタルコミュニケーションを通じて人々を心から楽しませ、不

安や悩みを解決する一助となり、世界的に人々が豊かな人間関係を構築し社会がよりよくなるきっかけとな

る）」を、事業を通じて実現すべく、事業活動を行っております。 

当社は 2006年９月に当時の東証マザーズ市場に上場して以来、「占い」という事業を通じて様々な女性の悩

みに寄り添い、解決するための一助となることで成長してまいりました。矢野経済研究所が公表したレポート

「2024 占い・スピリチュアル関連ビジネス市場徹底研究」（※１）によると、占いに関連した主要市場の市場

規模合計は、2023 年度で 997 億円、ISP（※２）及び docomo、SoftBank、KDDI 等の大手キャリア（通信事業

者）においては占いコンテンツサービスの提供を停止又は縮小する傾向がみられるものの、占い関連市場６分

野のうち５分野が成長傾向にあります。 

しかしながら、当社では、東証市場再編に伴い上場維持基準に時価総額基準が設けられてから３年が経過し、

市場においては上場企業の企業価値を高め、投資家にとって魅力的な市場を形成するべく時価総額基準の厳格

化を求める声が高まる中、上場企業として、事業成長及び時価総額拡大の重要性を改めて強く認識し、持続的

な成長により時価総額を拡大し、株主の皆様の利益に資するためには、「占い企業」からの変容、「コンテンツ

ビジネス」からの業容拡大が不可欠であると考え、当社の強みである女性ユーザーの「悩み」「嗜好」等の蓄

積データを生かした「データマーケティング支援サービス」を開発し、推進していくことを判断いたしました。

また、「データマーケティング支援サービス」の開発・推進においては、様々なデータの蓄積・分析のため、

既存の「占い」サービスのみならず、女性ユーザーの関心の高い「恋愛」「結婚」「美容」など、幅広いジャン

ルに関するサービスの強化を重視し、その一つとして、2024 年８月期以降、自分の肌に合った信頼できる情

報を見つけられるメディア（アプリ）「肌アプリ（仮称）」の開発にも取り組んでおります。一方、現在の収益

基盤である占い事業においても、占い関連市場は成長傾向であると見られるものの、コンテンツビジネスであ

る以上、収益は新規コンテンツのヒットの有無に大きく左右されることから、安定的な収益基盤とするために

は、新規コンテンツ制作体制の構築、収益モデルの拡充及び業務効率化による収益の最大化を図ることが肝要

であります。 

このような中、足元の決算実績としては、2025年８月期中間連結会計期間（自2024年９月１日 至2025年

２月 28日）の経営成績は、売上高 956百万円(前年同期比 7.9％減)、営業損失 72百万円(前年同期は営業損失

１百万円)、経常損失 75 百万円(前年同期は経常損失３百万円)、親会社株主に帰属する中間純損失 69 百万円

(前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失８百万円)、当中間連結会計期間末における現金及び預金残高は
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1,283百万円（前連結会計年度末比 34.5％減）と減少しております。当中間連結会計期間においては、占い事

業、特にデジタルコンテンツの収益が減少したことに加え、前連結会計年度以降、株主数の大幅な増加に伴う

管理コスト、採用費、人件費及び外注費等の増加が営業利益を圧迫しており、早期に安定収益基盤としての占

い事業の再構築を図るとともに、「データマーケティング支援サービス」の開発・推進による業容拡大を実現

することが極めて重要であり、これを達成するためには、流動性確保を目的とした資金調達の実施が必要と考

えました。 

調達資金につきましては、①占いロジックを活用したデータマーケティングサービスの開発及び広告宣伝、

②新規サービス「肌アプリ（仮称）」の広告宣伝、③AI 占いサービスの開発及び広告宣伝及び④営業体制の構

築に充当することを予定しています。 

このような成長機会に対しては、財務安定性に配慮しつつ、機動的な投資判断と財務手当が不可欠となるこ

とから、当社は、新株予約権付社債及び新株予約権の発行は、長期的に安定した財務基盤を維持し、将来の資

金需要を見据えた機動的な資金調達手段を確保しながら、既存株主の利益を十分に配慮した資金調達が必要で

あると判断し、これを決定いたしました。また、今回の資金調達は、当社の中長期的な企業価値を向上させ、

既存株主の皆様の利益に資するものであると判断しております。 

なお、2024年８月31日時点における当社の流通株式比率は24.88％であり、上場維持基準である25.00％に

適合しておりませんでした。これに対し当社では、上場維持基準の適合に向けた計画において、2025 年８月

末日までに適合するよう計画期間を設けておりましたところ、2025 年２月 28 日時点における当社の流通株式

比率は、25.14％（※３）であり、現時点において東証グロース市場の上場維持基準に適合しているものと考

えております。本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債の転換により発行される当社株式数の合計は、

2,321,560 株（20.54％）であり、これらの株式を、純投資目的であるマイルストーン社が順次市場にて売却

することで、当社株式の流動性が向上し、流通株式比率の更なる改善に一定程度寄与するものと見込んでおり

ます。 

 

※１．株式会社矢野経済研究所「2024 占い・スピリチュアル関連ビジネス市場徹底研究」（ 2024 年９月 30

日発刊） 

２．ISP：Internet Service Provider 電気通信事業者 

３．2025年２月末時点株主名簿をもとに自社にて算出 

 

【本資金調達方法を選択した理由】 

当社は、本資金調達を実施するにあたり、各種資金調達方法について慎重に比較検討を進めてまいりました。

その結果、第三者割当による本新株予約権の発行と本新株予約権付社債の発行を組み合わせた資金調達を行う

ことが、当社が採り得る資金調達手段の中で最良の選択肢であるとの結論に至りました。以下は、本資金調達

方法を選択した具体的な検討内容であります。 

（１）その他の資金調達方法の検討について 

当社は、この度の資金調達に際して、公募増資、借入等による資金調達手段を検討いたしました。 

公募増資については、一時に資金を調達できる反面、１株当たりの利益希薄化も一時に発生するため、

株価への影響が大きくなる恐れがあると考えられます。また、一般投資家の参加率が不透明であることから、

十分な資金を調達できるかが不透明であり、この度の資金調達方法として不適当であると判断いたしました。 

第三者割当増資による新株式の発行については、公募増資同様、１株当たりの利益希薄化を一度に引き

起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられることからこの度の資金調達方法として不適当

であると判断いたしました。 

また、借入については、一時に資金を調達できる反面、資本への転換の機会がなく、調達金額が負債と

なり、財務健全性指標が低下するため、この度の資金調達方法として不適当であると判断いたしました。 

 

（２）本資金調達方法について 

本資金調達方法は下記に記載のとおり既存株主の皆様の株式価値の希薄化に一定程度配慮するスキーム

となっていることから、現時点において他の増資施策と比較して優れていると判断いたしました。また、本
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資金調達の検討にあたり具体的に当社が引受予定先に求めた点として、①純投資であることの表明と実際に

純投資実績を有すること、②株主価値の急激な希薄化をもたらさないこと、③大株主として長期保有しない

こと、④株式流動性の向上に寄与するとともに予期しない株主の出現を防ぐために、取得した株を相対取引

ではなく市場で売却すること、⑤環境や状況の変化に応じて当社がより有効な資金調達手段を見出せた場合

に迅速に買戻しが実行できるように取得条項を付すこと等であります。マイルストーン社との協議の結果、

同社からこれらの当社の要望を受け入れた上で本資金調達に応じることが可能であるとの回答が得られまし

た。結果として、当社が選択した本資金調達方法は、他の資金調達方法と比較して以下の点が優れているも

のと判断しております。 

 

① 株式価値希薄化への配慮 

割当予定先は純投資目的であるため、当社の業績・株式市況環境により株価が行使価額及び転換価額を

上回らない場合、本新株予約権の行使と本新株予約権付社債の転換は行わず、本資金調達がもたらす希薄

化の影響は、新株式のみを一度に発行する場合と比べて抑制できると考えられます。株価が権利行使価額

を上回った場合、割当予定先であるマイルストーン社は、本新株予約権の行使期間内にいつでも自己の判

断で本新株予約権の行使を行うことができますが、大株主として長期保有しないことを担保するため、本

新株予約権の発行決議日（2025 年５月 23 日）時点における当社発行済株式総数（11,300,000 株）の 10％

（1,130,000 株）を超えることとなる場合の、当該 10％を超える部分に係る新株予約権の行使はできない

旨の行使条件が付されております。これにより、既存株主の皆様の株式価値希薄化に配慮しつつも資金調

達が可能と考えております。 

また、本契約において、割当予定先は、2025 年 12 月 10 日までの間、本新株予約権の半数について、当

社の書面による行使許可を受けない限り、行使することができない旨が規定されます。 

 

② 流動性の向上 

本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債の転換による発行株式総数は、当社発行済株式総数の

20.54％（2,321,560 株）であり、割当予定先による本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債の転換に

より発行される当社株式を、順次市場にて売却することで、流動性の向上が見込まれます。 

 

③ 資金調達の柔軟性 

本新株予約権には取得条項が付されており、本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当日から６ヶ月

を経過した日以降いつでも、当社取締役会決議により、当該取得日の 20営業日前までにマイルストーン社

に対して取得日の通知又は公告を行ったうえで、払込金額と同額で割当予定先から当社が取得することが

可能となっております。また、本契約においては、割当予定先に割り当てられる本新株予約権の半数を上

限として、当社が割当予定先に対し、他の第三者への譲渡指示を行うことが可能となる条項が規定されま

す。並びに、本新株予約権付社債には繰上償還条項が付されており、2025 年６月 10 日以降、本社債の金

額額面 100 円につき金 100 円の割合で、繰上償還することが可能となっております。これらにより、新株

予約権の行使主体及び行使機会を幅広に確保することができるとともに、当社がより有利な資金調達方法、

若しくはより有利な割当先が確保できた場合はそちらに切り替えることが可能となり、新株予約権の行使

の蓋然性を高めること、資金調達の柔軟性を確保することが可能となります。 

 

④ 行使の促進性 

本新株予約権の内容及び本契約においては、後述の【本新株予約権の特徴について】に記載する特徴を

盛り込んでおります。 

 

【本新株予約権の特徴について】 

本新株予約権は当社の資金需要や株価動向を総合的に判断できる以下の特徴があります。 

（１）行使価額の修正 

行使価額は当初行使価額にて原則固定されておりますが、当社は、本新株予約権の割当日の翌日から起
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算して６ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができま

す。行使価額の修正が決議された場合、行使価額は、当該決議が行われた日の直前取引日の東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90％に相当す

る金額（１円未満の端数を切り上げ）に修正されます。ただし、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回

ることはありません。また、当社取締役会の決議により行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やか

にその旨を本新株予約権者に通知するものとします。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から６ヶ

月以上経過しなければ、当社は新たな行使価額修正をすることができません。 

行使価額の修正を行うことで、株価上昇時には資金調達金額の増加、株価下落時には資金調達の蓋然性

を高めることができ、柔軟な資金調達が可能となります。他方で、１回目の行使価額修正を行ってから行使

価額の新たな修正を行うには６ヶ月以上経過しなければならないとすることで、東京証券取引所の定める有

価証券上場規程第 410 条第 1 項に規定される MSCB 等に該当せず、そのため、発行手続にかかる時間・費用

面のコストを最小限に抑えることできます。 

なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、行使価額及び対象株式数の双方が本新株予約権の発

行要項に従って調整されます。 

当社は当該修正決議が可能となった時点で、当社の株価水準や資金ニーズに応じて、行使価額の修正を

検討のうえ、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行った場合、当社は速やかに当該行使価額の修正

について開示いたします。 

 

（２）行使制限条項 

本新株予約権には、本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有するこ

ととなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日（2025 年５月 23 日）時点における当社発行済株式総数

（11,300,000 株）の 10％（1,130,000 株）を超えることとなる場合の、当該 10％を超える部分に係る本新

株予約権の行使はできない旨の行使制限条項が付されております。 

かかる行使制限条項により、割当予定先が当社との合意に反して大株主として長期保有することを防止

することができ、また、過度な一度の大量行使による希薄化を防止することも可能となります。 

 

（３）取得条項 

本新株予約権には、本新株予約権の割当日から６ヶ月を経過した日以降いつでも、一定の手続を経て、

当社は本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権の全部又は一部

を取得することができる旨の取得条項が付されております。 

かかる取得条項により当社は、事業戦略の進捗次第で将来的に資金調達ニーズが後退した場合、又はよ

り有利な他の資金調達手法が確保された場合には、その判断により取得条項に従い本新株予約権者の保有す

る本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確保す

ることができます。 

 

（４）取得請求 

割当予定先は、行使期間満了の１か月前の時点（2027 年５月９日）で未行使の本新株予約権を保有して

いる場合、又は、当社の発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に

指定された場合若しくは上場廃止となった場合には、いつでも当社に対し取得希望日の事前通知を行うこと

により、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払込価額と同額で当該取得希望日に残存する本

新株予約権の全部又は一部を取得することを請求することができ、かかる請求がなされたときは、当社は、

当取得希望日に、当該請求にかかる本新株予約権を取得します。） 

 

（５）譲渡制限 

本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当で発行されるものであり、かつ譲渡制限が付されてお

り、当社取締役会の承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。また、当社取締役会の承

認を得て、割当予定先が第三者に本新株予約権を譲渡する場合には、上記記載を含む本契約上の割当予定先
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の地位が譲渡先に承継されることとなっております。 

 

（６）行使許可 

本契約において、割当予定先は、2025年12月10日までの間、本新株予約権の半数について、当社の書面

による行使許可を受けない限り、行使することができない旨が規定されます。 

 

また、本スキームには行使価額を下方修正した場合には、資金調達額が予定額を下回る可能性というデメ

リットがございますが、上記の通り、当社にとって当該デメリットを上回る優位性があると評価できるものと

考えております。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

調達する資金の総額 1,107,651,000円 

内訳（本新株予約権付社債の発行による調達額） 

（本新株予約権の発行による調達額） 

300,000,000円 

4,901,000円 

（本新株予約権の行使による調達額） 802,750,000円 

発行諸費用の概算額 12,000,000円 

差引手取概算額 1,095,651,000円 

※１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２．発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、新株予約権評価費用、登記費用関連費用、その他諸費用で

あります。 

３．本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を消却した場合には、上記

差引手取概算額は減少します。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりであります。 

具体的な使途 
金額 

（百万円） 
支出予定時期 

① 占いロジックを活用したデータマーケティング

システム開発費・広告宣伝費 
120 2025年 7月～2026年 8月 

② 肌アプリ（仮称）広告宣伝費 40 2025年 7月～2026年 8月 

③ AI占いサービスシステム開発費・広告宣伝費 50 2025年 9月～2026年 8月 

④ 営業体制構築（採用費及び人件費） 90 2025年 9月～2026年 8月 

合計 300  

※ 今回調達した資金について、実際に支出するまでは、当社銀行普通預金口座にて管理することとしており

ます。 

 

本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりであります。 

具体的な使途 金額 

（百万円） 

支出予定時期 

① 占いロジックを活用したデータマーケティング

システム開発費・広告宣伝費 
180 2026年 9月～2028年 8月 

② 肌アプリ（仮称）広告宣伝費 455 2025年 9月～2027年 8月 

③ AI占いサービスシステム開発費・広告宣伝費 100 2026年 9月～2028年 8月 

④ 営業体制構築（採用費及び人件費） 60 2026年 9月～2027年 8月 

合計 795  
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※１．今回調達した資金について、実際に支出するまでは、当社銀行普通預金口座にて管理することとしてお

ります。 

２．行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少いたします。本新株予約権の権利行

使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約

権証券の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は

減少いたします。この場合、手持ち資金又は他の資金調達により充当し、又は中止・規模縮小等によ

り対応する予定であります。 

３．上記の表の「具体的な使途」は、現時点での優先順位の順に記載しており、優先順位の高位から順次充

当する予定ですが、当初計画より変更があった場合や、自助努力により投資予定金額が減額した場合

等、その余剰となった投資資金は、②に充当いたします。 

 

（具体的な使途について） 

① 占いロジックを活用したデータマーケティングサービスの開発及び広告宣伝（300百万円） 

当社の保有する占いユーザー情報をもとに性格診断ロジックを開発、当該ロジックと AIを活用して、最

適な広告クリエイティブを制作提示する BtoB向けサービスを新たに提供するため、診断ロジック制作／プ

ロンプト入力システム／画像生成システム／機械学習システムの開発費及び本サービス（2026 年中リリー

ス見込）の早期における認知拡大に向けた広告宣伝費（主にデジタル広告、メディア出稿等）が必要とな

ります。 

以上により、今回の調達資金のうち 300 百万円を、本サービスの開発費（140 百万円）及び広告宣伝費

（160百万円）として充当する予定であります。 

 

② 新規サービス「肌アプリ（仮称）」の広告宣伝（495百万円） 

当社では、「データマーケティング支援サービス」の開発・推進においては、様々なデータの蓄積・分析

が重要であると考え、既存の「占い」サービスのみならず、女性ユーザーの関心の高い「恋愛」「結婚」

「美容」に関するサービスの展開を強化するべく、その一つとして、自分の肌に合った信頼できる情報を

見つけられるメディア（アプリ）「肌アプリ（仮称）」を開発しております。（2025 年６月リリース予定）。

データ蓄積・分析においては早期のユーザー獲得が重要となるため、本サービスの認知拡大に向けた広告

宣伝（主にデジタル広告、インフルエンサー広告等）が必要となります。 

以上により、今回の調達資金のうち 495 百万円を、本サービスの広告宣伝費として充当する予定であり

ます。 

なお、肌アプリ（仮称）については、現在企画、開発の初期段階にあることから報告セグメントにおい

ては「その他事業」として区分されておりますが、前述のとおり広告宣伝費を投下することで、認知が拡

大し収益化した際、当該収益がセグメント情報等の開示に関する会計基準を満たしたときをもって、新た

な報告セグメントに区分する見込みです。 

 

③ AI占いサービスの開発及び広告宣伝（150百万円） 

当中間連結会計期間における当社売上の 94.2％は占い事業による収益であり、内 56.9％が PC やスマー

トフォンなどのデジタルデバイス上でユーザーが自身の生年月日等の情報を入力することで占い結果を得

るデジタルコンテンツによる収益であります。当社では、AI による占いロジックの機械学習及び鑑定結果

の生成等によりこれらのサービスにおいて業務効率化を図り、収益を最大化させる必要があると考えてお

ります。また、これらのサービスは、現在、BtoC サービスとして、ISP、キャリア、Apple や Google 等の

プラットフォーマーに配信しておりますが、今後は収益増加に向けて配信先を拡大するべく、一般事業会

社様が自社で運用する Web サイト、アプリ上においても提携・配信していくことを企図しております。そ

のため、一般事業会社様における本サービスの認知拡大に向けた広告宣伝（主にデジタル広告等）を行う

見込みであります。 

以上により、今回の調達資金のうち 150 百万円を、本サービスの開発費（120 百万円）及び広告宣伝費
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（30百万円）として充当する予定であります。 

 

④ 営業体制の構築（150百万円） 

①から③の各サービスにおいては BtoB ビジネスにおける収益を見込んでおり、BtoB 営業が重要となり

ます。そのため、人員 10名前後の営業チームを採用により新たに設置する必要があります。なお、昨今の

市場状況により、採用では人材を獲得できない場合もあるかもしれないため、その際には M&A も検討いた

します。人員については平均年収 6百万円と想定し、年間 60百万円の人件費が発生、また、採用による場

合は、経験者を中心とした新規採用として１名あたり想定年収の 35％～40％の採用手数料が発生する見込

みであります。 

以上により、今回の調達資金のうち 150 百万円を、営業体制の構築にかかる人件費及び採用費等として

充当する予定であります。 

 

当社では、前述のとおり、本資金調達により調達する資金を、占いロジックを活用したデータマーケティン

グサービスの開発及び広告宣伝、新規サービス「肌アプリ（仮称）」の広告宣伝、AI 占いサービスの開発及び

広告宣伝及び営業体制の構築に充当し、業容及び事業の拡大を行うことは、成長基盤の確立と企業価値の向上

につながり、さらには株主価値の持続的向上につながると考えております。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

 前述の通り、本資金調達により調達する資金を既存事業への投資資金及び新規事業への投資資金に充当し、

事業の拡大を行うことは、成長基盤の確立と企業価値の向上につながり、更には株主価値の持続的向上につな

がると考えております。以上を踏まえ、当社は、かかる資金使途は合理的と判断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権付社債の発行価額を決定するにあたり、発行要項及び本新株予約権付社債の割当

契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権付社債の価格の評価を第三者算定機関である株式会社プ

ルータス・コンサルティング（以下「プルータス・コンサルティング」といいます。）に依頼いたしました。

当該機関は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価

（527 円）、転換価額（475 円）、配当率（0.00％）、権利行使期間（３年間）、無リスク利子率（0.806％）、

株価変動性（50.98％）、発行会社及び割当予定先の行動、その他本新株予約権付社債の発行要項、発行条件

及び当社が割当予定先との間で、2025 年６月 10 日付で締結する予定の第三者割当契約（以下「本割当契約」

といいます。）に定められた諸条件の下、一般的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シ

ミュレーションを用いて公正価値を算定しております。 

そのうえで、当社は、本新株予約権付社債の実質的な対価（額面 10,000,000円当たり 10,000,000円）と

プルータス・コンサルティングの算定した公正価値（額面 10,000,000 円当たり 9,670,000 円）を比較した

うえで、本新株予約権付社債の実質的な対価が公正価値を下回る水準ではなく、本新株予約権付社債の発行

が特に有利な条件に該当しないと判断いたしました。 

また、本新株予約権付社債の転換価額は、割当予定先との間での協議を経て、当該発行に係る取締役会

決議日の前日（2025 年５月 22 日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値 527 円を基準価格として、

基準価格に 90％を乗じた金額の小数点以下を切り上げ 475円といたしました。 

なお、本新株予約権付社債の転換価額の当該直前営業日までの１か月間の終値平均 527円に対する乖離率

は△9.87％、当該直前営業日までの３か月間の終値平均 516円に対する乖離率は△7.95％、当該直前営業日

までの６か月間の終値平均 498円に対する乖離率は△4.62％となっております。 

本新株予約権の発行価額については、株価（取締役会決議日の前取引日の株価）、配当率（0.00％）、権

利行使期間（２年間）、無リスク利子率（0.715％）、株価変動性（56.46％）、発行会社及び割当予定先の行

動、その他本新株予約権の発行要項、発行条件及び本割当契約に定められた諸条件のもと、プルータス・コ

ンサルティングは一般的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて
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公正価値を算定しております。そのうえで、当社は、本新株予約権の発行価額は、算定された公正価値と同

額の 290円としており、適正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないと判断いたしました。 

また、本新株予約権の行使価額については、割当予定先との間での協議を経て、当該発行に係る取締役

会決議日の前日（2025 年５月 22 日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値 527 円を基準価格とし

て、基準価格に 90％を乗じた金額の小数点以下を切り上げた 475円といたしました。 

なお、本新株予約権の行使価額の当該直前営業日までの１か月間の終値平均 527 円に対する乖離率は△

9.87％ですが、当該直前営業日までの３か月間の終値平均 516円に対する乖離率は△7.95％、当該直前営業

日までの６か月間の終値平均 498円に対する乖離率は△4.62％となっております。 

本件第三者割当に係る取締役会決議日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値を基準といたしましたのは、最近数か月間の当社株価の動向を考慮した結果、過去１か月平均、３か月

平均、６か月平均といった過去の特定期間の終値平均株価を用いて転換価額及び行使価額を算定するのは、

必ずしも直近の当社株式の価値を公正に反映していないと考え、取締役会決議日の前取引日終値に形成され

ている株価が、直近の市場価格として当社の株式価値をより適正に反映していると判断したためであります。 

また、本新株予約権付社債及び本新株予約権の行使価額について前日終値からディスカウントを行った

のは、当社の業績や２期連続の営業損失の計上見通し等を考慮し、一方で本新株予約権付社債及び本新株予

約権の発行による今後のさらなる成長を見据え、健全な財務基盤を維持しながらも、機動的かつ既存株主の

利益にも配慮した形で企業価値ひいては株主価値の向上を図るため、本新株予約権付社債及び本新株予約権

の割当先のディスカウントの要望を一定程度受け入れ、本新株予約権付社債及び本新株予約権の割当先予定

先と協議したうえで総合的に判断いたしました。 

この行使価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準じており、また、こ

れにより算定した発行価額については、会社法第 238条第３項第２号に規定されている特に有利な金額には

該当しないと判断しております。 

なお、当社監査役３名（うち３名が社外監査役）からは、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行

要項の内容並びに上記のプルータス・コンサルティングの算定結果を踏まえ、下記事項について確認し、本

新株予約権付社債及び本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利でなくかつ適法であると判断した旨

の意見表明を受けております。 

・本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行について、監査役として本件第三者割当の担当取締役等に

よる説明を受け、資金調達の目的、必要性等について聴取し、その結果、取締役の意思決定として経営

判断の原則に則り適正に行われていること。 

・プルータス・コンサルティングは企業価値評価実務、発行実務を熟知しており、これらに関連する法

律・財務問題に関する知識・経験を豊富に有し、また当社経営陣から独立していると認められること。 

・発行条件等については企業価値評価に定評のあるプルータス・コンサルティングに依頼し価値評価を

行っており、その妥当性が認められること。 

・プルータス・コンサルティングの評価報告書に記載された公正価値と比較して、本新株予約権付社債及

び本新株予約権のいずれも有利発行に該当しないこと。 

・上記の点から、プルータス・コンサルティングによる価値算定に依拠することに問題がないと考えられ

ること。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権の行使による発行株式数は 1,690,000 株、本新株予約権付社債の転換による発行株式数は

631,560 株であり、本資金調達による希薄化の合計は 2025 年２月 28 日現在の当社発行済株式総数

11,300,000 株に対し 20.54％（2025 年２月 28 日現在の当社議決権個数 100,734 個に対しては 23.05％）で

あります。これにより既存株主様におきましては、株式持分及び議決権比率が低下いたします。また、１株

当たり純資産額が低下するおそれがあります。 

しかしながら、前述のとおり、財務基盤の強化を図りつつ、経営効率化と投資活動を積極的に進めて中

長期的な戦略を策定し、更なる企業価値の向上を実現するためには、資本調達を図りつつ新たな成長基盤の

早期構築を達成していくことが必要であります。 
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マイルストーン社の過去に割当を受けた新株予約権付社債や新株予約権の実績によれば、マイルストー

ン社は行使を順調に行っており、また、取得条項に基づき一定条件を満たせば残存する本新株予約権の全部

又は一部を当社が取得することも可能であることから、株式の急激な希薄化を抑制することが可能であり、

当社の株価が上昇し、より有利な条件での資金調達手段が見つかるなどした場合は、その時点で残存する本

新株予約権を取得する予定です。 

加えて、本新株予約権付社債には繰上償還条項が付されており、2025 年６月 10 日以降、本社債の金額額

面 100円につき金 100円での割合で、繰上償還することが可能となっています。 

なお、当社株式の過去３年間（2022年６月から 2025年５月まで）の１日当たりの平均出来高は約 71,240

株であり、一定の流動性を有しております。一方、本新株予約権がすべて行使され、本新株予約権付社債が

すべて転換された場合に発行される当社普通株式の数の合計数約 2,321,560株を、本新株予約権及び本転換

社債型新株予約権の実質的な行使期間である 2025 年６月 10 日から 2028 年６月９日で行使売却するとした

場合の１日当たりの数量は約 3,100 株となり、上記過去３年間の１日当たりの出来高の 4.35％（小数点以

下第３位を四捨五入。）となるため、株価に与える影響は限定的かつ、消化可能なものと考えております。 

また、当社の過去３期の１株当たり当期純利益は、2022年８月期 15.26円、2023年８月期 3.51円、2024

年８月期△26.89 円となっております。本資金調達により選択と集中を図り、持続的な成長をすることによ

り、当期純利益の改善が図れるものと考えております。 

以上の理由により、当社といたしましては、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行は、企業価値、

株主価値の向上に寄与するものと見込まれ、既存株主の利益にも資するものと判断しており、今回の発行数

量及び株式の希薄化規模は合理的であると考えております。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社  

（２） 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目６番１号  

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 浦谷 元彦  

（４） 事 業 内 容 投資事業  

（５） 資 本 金 10百万円  

（６） 設 立 年 月 日 2012年２月１日（注） 

（７） 発 行 済 株 式 数 200株  

（８） 決 算 期 １月31日 

（９） 従 業 員 数 ４人 

（10） 主 要 取 引 先 株式会社ＳＢＩ証券 

（11） 主 要 取 引 銀 行 株式会社みずほ銀行  

（12） 大株主及び持株比率 浦谷 元彦 100％  

（13） 当事会社間の関係  

 

 

 

資 本 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当

社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特

筆すべき資本関係はありません。 

 

 

 

人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当

社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特

筆すべき人的関係はありません。 

 

 

 

取 引 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当

社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特

筆すべき取引関係はありません。 

 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係

者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 
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（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2023年１月期 2024年 1月期 2025年 1月期 

 純 資 産 2,758 2,965 3,552 

 総 資 産 3,132 4,243 4,610 

 １ 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 13,791,670 14,826,852 17,763,725 

 売 上 高 1,696 2,271 4,046 

 営 業 利 益 61 154 1,001 

 経 常 利 益 59 163 1,011 

 当 期 純 利 益 106 207 587 

 １株当たり当期純利益 (円 ) 533,165 1,035,182 2,936,872 

 １ 株 当 た り 配当金(円) - - - 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

※１．マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社は、2012 年２月１日にマイルストーン・アドバ

イザリー株式会社（2009 年２月設立、旧商号：マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社）

による新設分割により設立されております。 

２．当社は、割当予定先であるマイルストーン社から、反社会的勢力との関係がない旨の表明書を受領して

おります。当社においても割当予定先の法人、割当予定先の代表取締役、役員又は主要株主（主な出

資者）が反社会的勢力とは関係がないことを確認するため、独自に専門の調査機関（株式会社トク

チョー、東京都中央区日本橋大伝馬町 11 番８号フジスタービルディング日本橋９階、代表取締役社長 

荒川 一枝）に調査を依頼いたしました。株式会社トクチョーからは、反社会的勢力等の関与事実が

無い旨の調査報告書を受領し、また調査方法について確認したところ、登記簿謄本などの官公庁提出

書類等の公開情報や、独自情報等から調査、分析をしたとの回答を得ております。当社は、当該報

告・結果内容は妥当であり、割当予定先の法人、割当予定先の代表取締役、役員又は主要株主（主な

出資者）は反社会的勢力とは一切関係がないと判断し、その旨の確認書を東京証券取引所に提出して

います。  

 

（２）割当予定先を選定した理由 

マイルストーン社を今回の割当予定先として選定いたしました理由は、以下のとおりであります。当社

はこれまでも、事業の進捗を図るため必要となる資金の調達方法について、どのような方法が当社にとって

最良の資金調達方法であるかを検討してまいりました。また、割当予定先の選定にあたっては、第一に純投

資を目的として、当社の事業内容や中長期事業計画について当社の経営方針を尊重していただけること、第

二に最終的に市場で売却することにより流動性向上に寄与していただけることを優先し、資金調達が適時に

行われること、必要な資金が確保できる可能性が高いことを前提として、複数の割当予定先となり得る事業

会社、投資会社等との協議・交渉を進めてまいりました。 

このような検討を進めるなかで、2025 年１月に当社取締役である長沢和宙が、交流会を通じて知り合っ

た独立系ファイナンシャルアドバイザーである知人の紹介により面談を行い、情報交換を続けておりました。

その後、2025 年３月頃より新株予約権を活用した資金調達について協議及び交渉を開始し、2025 年４月に

本資金調達の概要について合意いたしました。これをもって当社は、2025 年５月 23 日開催の取締役会にお

いて、同社を割当予定先とする本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行を行うことを決議いたしました。 

なお、同社が新株予約権の行使と新株予約権付社債の転換のどちらを優先して実施するかについては、

同社と特段の取り決めはございません。しかし、当社では、新株予約権の行使による機動的な資金調達の優

先を希望する旨を伝えており、同社からは発行元である当社の希望に可能な範囲で柔軟に対応する旨、伺っ

ております。 

マイルストーン社は、2009 年２月に、代表取締役の浦谷元彦氏により設立された、東京に拠点を置く投

資事業を目的とした株式会社であり、既に日本の上場企業数社で新株予約権の引受けの実績があり、払込み

も確実に行っております。マイルストーン社から開示された資料を確認したところ、同社は設立以降本日現

在までに、当社を除く上場企業 64 社に対して、第三者割当による新株式、新株予約権及び新株予約権付社
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債の引受けを行っている実績があります。 

マイルストーン社がこれまで引受けを行った新株予約権は主に行使価額と目的株式数が固定された新株

予約権であり、実質的に行使可能となるのは発行会社の株価が新株予約権の行使価額を上回る場合に限られ

ます。発行会社の株価が行使価額を下回って推移する期間があることを勘案いたしますと、その行使実績か

らは、マイルストーン社による新株予約権の行使が市場動向に応じて適時に行われていることが推認できま

す。 

したがって、マイルストーン社を割当予定先として選定することは、適時の資金確保を図るという本新

株予約権の発行目的に合致するものと考えております。また、本新株予約権は、「２．募集の目的及び理由

【本資金調達方法を選択した理由】」に記載したとおり、現在、当社が採り得る資金調達手段の中でもっと

も適した条件であり、資金調達の可能性が高いものであると判断いたしました。 

上記に加え、マイルストーン社は市場動向を勘案しつつ適時株式を売却していく方針であり、本新株予

約権の行使及び本新株予約権付社債の転換により、同社が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約

権の発行決議日（2025 年５月 23 日）時点における当社発行済株式総数（11,300,000 株）の 10％

（1,130,000株）を超えることとなる場合、当該 10％を超える部分に係る本新株予約権の行使及び本新株予

約権付社債の転換はできない旨の行使条件が付されており、当社の経営方針への悪影響を防止するべく当社

の経営に介入する意思がないことにより、今般同社を割当予定先として選定することといたしました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

マイルストーン社とは保有方針に関して特段の取り決めはありませんが、マイルストーン社からは当社

の企業価値向上を目指した純投資である旨の意向を表明していただいております。本新株予約権の行使及び

本新株予約権付社債の転換により交付を受けることとなる当社普通株式については、長期保有することなく、

市場動向を勘案しながら売却する方針と伺っております。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、2024 年２月１日から 2025 年１月 31 日に係るマイルストーン社の第 13 期事業報告書を受領し、

その損益計算書により、当該期間の売上高 4,046百万円、営業利益が 1,001百万円、経常利益が 1,011百万

円、当期純利益が 587 百万円であることを確認し、また、貸借対照表により、2025 年１月 31 日現在の純資

産が 3,552百万円、総資産が 4,610百万円であることを確認いたしました。また、当社はマイルストーン社

の預金口座の残高照会の写しを受領し、2025 年４月 30 日現在の預金残高が 1,069 百万円であることを確認

し、払込みに必要な財産の存在を確認いたしました。当社が、マイルストーン社が本新株予約権の権利行使

に係る資金並びに本新株予約権及び本新株予約権付社債の引受に係る資金を保有していると判断した理由と

いたしましては、財務諸表の各数値及び預金口座残高により財務の健全性が確認されたことと、本新株予約

権及び本新株予約権付社債の引受け並びに本新株予約権の行使に必要な現金及び預金を保有していることを

確認できたことによるものであります。 

マイルストーン社は、当社以外の会社の新株予約権及び新株予約権付社債も引き受けておりますが、そ

れらの会社においても当社と概ね同様のスキームで、新株予約権の行使により取得した当該会社の株式を売

却することにより、新たな新株予約権の行使に必要な資金を調達することが可能である旨を聴取により確認

しております。 

以上より、当社は割当予定先が本新株予約権及び本新株予約権付社債の引受け並びに本新株予約権の行

使に要する金額を有しているものと判断いたしました。 

 

（５）その他重要な契約等 

当社がマイルストーン社との間で締結した本契約を除き、今回当社が発行する本新株予約権及び本新株

予約権付社債に関し、割当予定先との間において締結した重要な契約はありません。 
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７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（2025年２月 28日現在） 

株式会社エヌカルテット 48.24% 

長沢 一男 19.21% 

長沢 敦子 1.83% 

長沢 匡哲 0.98% 

株式会社千里眼 0.82% 

楽天証券株式会社 0.48% 

長谷川 かほり 0.25% 

長沢 和宙 0.24% 

善生 宏隆 0.18% 

田中 隆一 0.16% 

※１．上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。 

２．募集前の大株主及び持株比率は、2025 年２月 28 日時点の株主名簿の総議決権数を基準とした議決権割合

を記載しております。 

３．今回発行される本新株予約権及び本新株予約権付社債は、行使又は転換されるまでは潜在株式として割

当予定先にて保有されます。本新株予約権の行使期間は 2025 年６月 10 日から 2027 年６月９日までの

発行後２年間、本社債の償還期日は 2028 年６月９日となっております。今後割当予定先によるそれら

の行使状況及び行使後の株式保有状況に応じて、大株主及び持株比率の状況が変動いたします。 

４．本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債の転換により交付される普通株式の割当予定先の保有方針

は純投資であり、長期保有が見込まれないことから、募集後の大株主及び持株比率は表示しておりませ

ん。 

 

８．今後の見通し 

本資金調達による 2025 年８月期の業績に与える影響については現在精査中でありますが、その影響は軽

微であると見込まれます。また、本資金調達による当社中期経営計画への影響についても現在精査中であり

ます。本新株予約権及び本転換社債型新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することに

より開示すべき業績への影響等が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

（企業行動規範上の手続き） 

○ 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当は、① 希釈化率が 25％未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと

（本新株予約権及び本転換社債型新株予約権のすべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が

見込まれるものではないこと）ことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432条に定める独立第三者か

らの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

９．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績 

 2022年８月期 2023年８月期 2024年８月期 

売 上 高 2,203,542 2,073,847 2,012,763 

営 業 利 益 193,694 58,932 △141,154 

経 常 利 益 181,782 49,285 △148,112 

当 期 純 利 益 153,803 35,328 △270,985 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 15.26 3.51 △26.89 

１ 株 当 た り 配 当 金 4.5 3 - 

１ 株 当 た り 純 資 産 134.48 133.49 103.69 
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（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2025年２月 28日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 11,300,000株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
-株 -％ 

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
-株 -％ 

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
-株 -％ 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2022年８月期 2023年８月期 2024年８月期 

始  値 313 463 272 

高  値 507 463 696 

安  値 292 258 210 

終  値 472 271 501 

 

最近６か月間の状況 

 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 

始  値 439 479 533 520 510 516 

高  値 481 525 533 540 550 540 

安  値 439 479 515 507 467 516 

終  値 466 525 515 509 516 527 

（注）2025年５月の状況につきましては、2025年５月 22日現在で表示しております。 

 

② 発行決議日前営業日株価 

 2025年５月 22日 

始  値 527円 

高  値 529円 

安  値 527円 

終  値 527円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

10．発行要項 

 別紙１及び別紙２に記載のとおりです。 

 

 

以 上 
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別紙１ 

 

株式会社メディア工房第３回新株予約権 

 

発行要項 

 

１. 新株予約権の名称 株式会社メディア工房第３回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 金 4,901,000円 

 

３. 申込期日 2025年６月 10日 

 

４. 割当日及び払込期日 2025年６月 10日 

 

５. 募集の方法 第三者割当ての方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割り当

てる。 

 

６. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 1,690,000株とする（本新株予約権１

個あたりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は 100株とする｡）。但し、本項第(2)号及

び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当

株式数に応じて調整されるものとする。 

(2) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（第 9 項第(2)号に定義する｡以下同じ。）の調整を行う場合に

は、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予

約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、

かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後

行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第 11 項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調

整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権

者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開

始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができな

い場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

７. 本新株予約権の総数 16,900個 

 

８. 本新株予約権１個あたりの払込金額 金 290円 

 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じ

た額とする。但し、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普

通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する場合における株式 1 株あた

りの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初 475 円とする。但し、行使価額は第 11

項に定めるところに従い調整されるものとする。 
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10. 行使価額の修正 

当社は、本新株予約権の割当日の翌日（すでに本項に基づく行使価額の修正が行われたことがあるときは、

直前の修正が行われた日の翌日）から起算して６ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議

によって、行使価額を、当該取締役会の決議が行われる日の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下

「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、そ

の直前の終値）の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正基準日時価」とい

う。）に修正することができる。ただし、修正基準日時価が 317 円（以下「下限行使価額」という。ただ

し、第 11 項の規定による調整を受ける。）を下回る場合には、下限行使価額をもって修正後の行使価額と

する。 

当社は、かかる修正を決定したときは速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額の

修正の効力は当該通知が到達した日の翌々取引日に生じるものとする。 

 

11. 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という｡）

をもって行使価額を調整する。 

    
既 発行 
株 式数 ＋ 

交 付 
株 式 数 × 

１株あたり
の 

払 込 金 額 

調 整 後 
行使価額 ＝ 調 整 前 

行使価額 × 
１株あたりの時価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定め

るところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（無償割

当てによる場合を含む｡）（但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に

対して株式報酬として当社普通株式を発行する場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求で

きる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併

により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための

基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 普通株式について株式の分割をする場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（但し、当社又は当社の

子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される当

社普通株式を目的とする新株予約権を除く｡） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で

行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合

は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む｡）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場

合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 
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⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定

され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を

条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日

の翌日以降、これを適用する。 

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本

新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 

 

株式数 ＝ （調整前行使価額－調整後行使価額） × 

調整前行使価額により当該期間内

に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を

調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引

いた額を使用する。 

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるもの

とする。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45取引日目に始ま

る 30取引日（終値のない日を除く｡）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純

平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り

捨てるものとする。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の

日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除し

た数とする。 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使

価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調

整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に

対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その

他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速や

かにこれを行う。 

 

12. 本新株予約権の行使期間 

2025 年６月 10 日から 2027 年６月９日（但し、2027 年６月９日が銀行営業日でない場合にはその前銀行

営業日）までの期間とする。但し、第 15 項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止

が必要である場合は、それらの効力発生日から 14日以内の日に先立つ 30日以内の当社が指定する期間は、

本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間

の開始日の 1ヶ月前までに通知する。 

 

13. その他の本新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式数
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が、本新株予約権の発行決議日（2025年５月 23日）時点における当社発行済株式総数（11,300,000株）

の 10％（1,130,000株）(但し、第 11項第(1)号乃至第(5)号記載の行使価額の調整事由が生じた場合には

適切に調整される。）を超えることとなる場合の、当該 10%(但し、第 11 項第(1)号乃至第（5）号記載の

行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。）を超える部分に係る新株予約権の行使はでき

ない。 

(2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

(3) 各本新株予約権の一部行使はできない。 

 

14. 新株予約権の取得事由 

本新株予約権の割当日から６ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取

得する旨および本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を決議することができる。当社は、

当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当

該取得日の 20 営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権 1 個につき本新株予

約権１個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することが

できる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

 

15. 合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収

分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる

株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前にお

いて残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、

新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）

は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。 

(1) 新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

調整後の 1個未満の端数は切り捨てる。 

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1株未満の端数は切り上げる。 

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1円未満の端数は切り上げる。 

(5) 新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の

場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件 

第 12項ないし第 15項、第 17項及び第 18項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。 

 

16. 新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

17. 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

 

18. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 
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本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし（計算の結果 1 円未満の

端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を

減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

 

19. 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は

名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に

関する法律（以下「振替法」という。）第 131条第 3項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事

項を記載してこれに記名捺印したうえ、第 12項に定める行使期間中に第 21項記載の行使請求受付場所に

提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額及び割当株式数を乗じた金

額（以下「出資金総額」という。）を現金にて第 22項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座（以下

「指定口座」という。）に振り込むものとする。 

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新

株予約権の行使にかかる出資金総額が指定口座に入金されたときに発生する。 

 

20. 株式の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第 130条第 1項に定めるところに従い、振

替機関に対し、当該本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。 

 

21. 行使請求受付場所 

株式会社メディア工房  経営企画部 

東京都港区赤坂四丁目２番６号 

 

22. 払込取扱場所 

株式会社りそな銀行 赤坂支店 

 

23. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び割当先との間の割当契約の諸条件を考慮して、

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権 1

個あたりの払込金額を 290円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は第 9項記

載のとおりとし、当初の行使価額は、当該発行にかかる取締役会決議日の前日（2025 年５月 22 日）の東京

証券取引所における当社普通株式の終値に 0.9を乗じて得た金額を基に決定した。 

 

24. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必

要な措置を講じる。 

(2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一任す

る。 

(3) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 
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別紙２ 

 

株式会社メディア工房第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

 

発行要項 

 

本要項は、株式会社メディア工房が 2025年５月 23日に開催した取締役会の決議に基づいて 2025年６月 10日

に発行する株式会社メディア工房第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」、

その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」という。）にこれを適用する。  

 

1. 社債の名称  

株式会社メディア工房第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

 

2. 社債の総額  

金 300,000,000円 

 

3. 各社債の金額  

金 10,000,000円の１種 

 

4. 払込金額  

各本社債の金額 100円につき金 100円  

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。  

 

5. 本新株予約権付社債の券面  

無記名式とし、社債券及び新株予約権付社債券を発行しない。  

また、本新株予約権付社債は、会社法第 254条第２項本文及び第３項本文の定めにより、本新株予約権又

は本社債の一方のみを譲渡することはできない。  

 

6． 利率  

年率 0％  

 

7． 担保・保証の有無  

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保

されている資産はない。  

 

8． 申込期日  

2025年６月 10日  

9． 本社債の払込期日及び本新株予約権の割当日  

2025年６月 10日  

 

10．募集の方法  

第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 （以下、「マイルス

トーン社」という。）に全額を割り当てる。 

 

11. 本社債の償還の方法及び期限  

(1) 満期償還 

本社債は、2028年６月９日（償還期限）にその総額を各本社債の金額 100円につき金100円で償還する。 
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(2) 繰上償還 

当社は、2025 年６月 10 日以降、償還すべき日の２週間以上前に本新株予約権付社債の社債権者(以下、

｢本社債権者｣という。)に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該繰上償還日に、その選

択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、各本社債の額面 100円につき金 100円の

割合で、繰上償還日まで(当日を含む。)の未払残高の支払とともに繰上償還することができる。 

(3) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

 

12. 買入消却 

(1) 当社は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れるこ

とができる。 

(2) 当社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により、当該本新株予約

権付社債にかかる本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債にかかる

本新株予約権は消滅する。 

 

13．本新株予約権の内容 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 30個の本新株予約権を発行する。 

(2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込み 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

(イ)  種類 

当社普通株式 

  (ロ)  数 

本新株予約権の行使により当社が新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分

（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。）する当社普通株式の数は、

同時に行使された本新株予約権にかかる本社債のうち残存金額の総額を当該行使時において有効な転換

価額で除して得られる最大整数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金によ

る調整は行わない。 

(ハ)  転換価額 

① 転換価額 

各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以下、「転

換価額」という。）は、475 円とする。なお、転換価額は本号(ハ)②乃至(ハ)⑥に定めるところに従い調

整されることがある。 

② 転換価額の調整 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号(ハ)③に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変

更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「時価下発行による転換

価額調整式」という。）により転換価額を調整する。 

     

    既 発 行 
普 通 株
式 数 ＋ 

交 付 
株 式 数 × １ 株 あ た り の 

払 込 金 額 

調 整 後 
転 換 価 額 ＝ 調 整 前 

転換価額 × 
１株あたりの時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付株式数 

 

③ 時価下発行による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整

後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 時価（本号(ハ)④(ⅱ)に定義される。）を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又は

その処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合（但し、当社又は当社の

子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対して株式報酬として当社普通株式を発行する
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場合、下記(ⅱ)の場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求

権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって

当社普通株式を交付する場合、及び株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場

合を除く｡） 

調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式

の割当を受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株 主を定めるための基準日の翌日以降これ

を適用する。 

(ⅱ) 普通株式の株式分割又は無償割当をする場合 

調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日

（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式

若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合、又は

時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）その他の証券又は権利を発行する場合（但し、当社又は当社の子会社の取締役、

監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される当社普通株式を目

的とする新株予約権を除く｡） 

調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利（以下、「取得請求権付

株式等」という。）の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなし

て時価下発行による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期

日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合

は、当該権利を与える株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その効力発生日）の翌

日以降これを適用する。 

 (ⅳ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株

主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわ

らず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、

当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対

しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合、１株未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

交 付 

普 通 

株式数 

＝ 
（調整前転換価額－調整後転換価額） × 

調整前転換価額により当該期間内

に交付された普通株式数 

調整後転換価額 

 

④ (ⅰ) 時価下発行による転換価額調整式（以下、「転換価額調整式」という。）の計算については、円位未

満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日（当社普通株式に関し終値のない日数を除く。）の当社普通株式終値の平均値とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

(ⅲ) 時価下発行による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当

を受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場

合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該

日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。 

(ⅳ) 時価下発行による転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満

にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とす

る事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前

転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 

⑤ 本号(ハ)③の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価

額の調整を行う。 



 - 25 - 

(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割、株式移転、株式交付又は株式交換のために転換価額の調整を必要

とするとき。 

(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調

整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

⑥ 本号(ハ)②乃至(ハ)⑤により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨なら

びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付

社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降

すみやかにこれを行う。 

(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

(イ) 本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 

  (ロ) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 

(5) 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権の新株予約権者は、2025年６月10日から2028年６月９日（但し、行使期間最終日が銀行営

業日でない場合にはその前銀行営業日）までの間（以下、「行使期間」という。）、いつでも、本新株予約

権を行使することができる。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

（イ）本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式

数が、本新株予約権付社債の発行決議日（2025 年５月 23 日）時点における当社発行済株式総数

（11,300,000 株）の 10％（1,130,000 株）(但し、本項第(3)号（ハ）②乃至（ハ）⑤記載の転換価額

の調整事由が生じた場合には適切に調整される。）を超えることとなる場合の、当該10%(但し、本項第

(3)号（ハ）②乃至（ハ）⑤記載の転換価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。）を超え

る部分に係る新株予約権の行使はできないものとする。 

（ロ）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。 

（ハ）各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(7) 本新株予約権の取得条項 

本新株予約権の取得条項は定めない。 

(8) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(ロ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の

資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(9) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第 19項記載の行使請求受付場所（以下、「行使請求受付場所」とい

う。）においてこれを取り扱う。 

(10)本新株予約権の行使請求の方法 

(イ) 行使請求しようとする本新株予約権付社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使する本新株予

約権にかかる本新株予約権付社債を表示し、新株予約権を行使する年月日等を記載してこれに記名

捺印し、行使請求期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。 

(ロ) 行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類が到達した後、本新株予約権者は、これを撤回する

ことができない。 

(11) 本新株予約権の行使請求の効力は、本項第(10)号に従い行使に要する書類が行使請求受付場所に到達し

た日に発生する。本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権にかかる本社債につ

いて弁済期が到来するものとする。 

(12) 当社は、行使の効力発生後、当該行使にかかる本新株予約権付社債権者に対し、当該本新株予約権付社
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債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行

うことにより株式を交付する。 

(13) 当社による組織再編の場合の承継会社による新株予約権付社債の承継 

当社が組織再編行為を行う場合は、承継会社等をして、組織再編の効力発生日の直前において残存する

本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本

新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本号(イ)乃至(ヌ)の内容の

もの（以下、「承継新株予約権」という。）を交付させるものとする。この場合、組織再編の効力発生日

において、本新株予約権は消滅し、本社債にかかる債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持

人は、承継新株予約権の新株予約権所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継

新株予約権について準用する。 

(イ) 交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予

約権の数と同一の数とする。 

(ロ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

  (ハ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条

件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は第 13項第(3)号(ハ)と

同様の調整に服する。 

① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新

株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合

に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式

の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以

外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等

の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるよう

にする。 

② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約

権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新

株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転

換価額を定める。 

(ニ) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約

権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 

(ホ) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、本項

(5)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

(ヘ) 承継会社等の新株予約権の行使の条件 

本項(6)に準じて決定する。 

(ト) 承継会社等の新株予約権の取得条項 

定めない。 

(チ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限

度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

(リ) 組織再編行為が生じた場合 
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本項(13)に準じて決定する。 

(ヌ) その他 

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、１株未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない（承継会社等が単元株制度を採

用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会

社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、１株未満の端数は

これを切り捨てる。）。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、

本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に

関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継

会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新

株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 

 

14． 特約 

(1) 担保設定制限 

(イ) 当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内

で発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債の

ためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付

社債とは、会社法第２条第 22 号に定義される新株予約権付社債であって、それにかかる社債を新株

予約権の行使に際してする出資の目的とするものをいう。 

(ロ) 本項(イ)に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本社債を担保するのに十分な担保

権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その他担保権の設定に必要な手続きを速やかに完了

の上、担保付社債信託法第 41条第４項の規定に準じて公告するものとする。 

(2) 期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、本社債につき期限の利益を喪失する。 

(イ) 当社が第 11項の規定に違背し、３営業日以内にその履行がなされないとき。 

(ロ) 当社が担保設定制限等の規定に違背し、本新株予約権付社債権者から是正を求める通知を受領したの

ち 30日を経過してもその履行又は是正をしないとき。 

(ハ) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。 

(ニ) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済を

することができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保

証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。 

(ホ) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立をし、又は

取締役会において解散（合併の場合を除く。）議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。 

(ヘ) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生法手続開始の決定又は特別清算開始の命令

を受けたとき。 

 

15. 社債管理者 

本新株予約権付社債は、会社法第 702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。 

 

16. 償還金支払事務取扱場所（償還金支払場所） 

株式会社メディア工房 経理部 

東京都港区赤坂四丁目２番６号 

 

17. 社債権者に対する通知の方法 

本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但し、法令

に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に書面により通知する方法によることがで
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きる。 

 

18. 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも２週間前までに本

社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719条各号所定の事項を公告又は通知する。 

(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

 (3) 本社債の種類（会社法第 681 条第１号に定める種類をいう。）の社債の総額（償還済みの額を除き、

当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の 10 分の１以上にあたる本社債を有する本社

債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権

者集会の招集を請求することができる。 

 

19. 行使請求受付場所 

株式会社メディア工房  経営企画部 

東京都港区赤坂四丁目２番６号 

 

20.譲渡制限 

本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

21. 準拠法 

日本法 

 

22. その他 

(1) 上記の他、本新株予約権付社債発行に関して必要な事項の決定は当社代表取締役社長に一任する。 

(2) 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

(3) 会社法その他の法律の改正等により、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講ずる。 

 

以上 


